
裁判所における安全の確保

1 事前の対応

裁判所が裁判運営を通じてその使命を適切に果たし社会の期待に応えていくためには、裁判所における安全が確保され、国民が安心して裁判所を
利用できるよう計らう必要があり、これまでに発生した刃物や危険物を持ちこんでの加害行為事案などを踏まえ、裁判所全体として安全確保に向け

た取繕を不断に繼続レヱきたところである。

具体的には、事件数や来庁者の多い庁を対象として、入庁時の所持品検萱を実施しているほか、事案ごとに安全確保に関わる情報収集を密に行っ

た上で、収集した情譲も踏まえて、入廷時の所持品検査や当事者の動線を別にするなどの措置を謂じている唇

～

今後も利用者や関係者の理鰐を得ながらこれらの取組を確実に実施していくことが求められる。庁舎内や来庁者の安全を確保することは、裁判官

が日々行う裁判運営を円滑に行うだめに必須のものであり 手続を主宰する裁判官として、常に直面している問題として認識することが必要であ

る．同時に、個々の事案に応じた適切な安全確保策を霧じるためには、裁判部と事務局（支部等と本庁）とが早い段階から情譲を共有し、連携協働

して事前準侭を進めることを常に念頭に置き、庁全体の取組についても、日頃から理解して、各職員がその一重を担っている意識を持つ必要があ
る己

2 緊急時の対応

上記のとおり加害行為を事前に防止するための取組が重要であるが、実際には、突発的に不測の事態（加雪ﾃ為、法廷等からの逃走、危害予告

等）が発生することも考えられる。これらの緊急事態においては、迅連かつ正確に事実関係を把握した上で、所長の指揮の下、事務局が関与して、

庁全体として組識的に対応しなければならない。そのためには、裁判部・事務局間、本庁；支部間．最高裁・高裁・地家闇裁間など様々なレベルに

おいて、日頃から情報流通態勢を確麗し、必要な傭報や問題意識を組綴的に共有できる態勢を構築しておく必要がある。また、各庁において緊急事
態対応マニュアル等に基づく訓練や研修等を実施するなどして、実際の場面で機能するか否かを検証して不断に見直していくとともに、裁判官、裁
判部・事務局の職員一人一人が、緊急事態対応の手順や目的を理解しておくことも必要である。

■加害行為
【彌渥】裁判所踊湾に対する加審行室篝に畷す冨謂告について●

＞ 報告書式

壷絡】裁判所の敷地内に霊いて加琴子宮が雲 した際の謹言点について●

■法廷等の秩序維持
【法】裁判所羨湾71負
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差】刑＝員斥訟羨竃288冬竃乏頂

【規目!』】隷判所傍醗規則

【法l差迂篝の護摩鐸吉に燗す蜀羨狸

【覗則】法廷菫の稜序鎧吉に翻す石規則

【撞撞】法迂筈の鞍摩錐持に鯛すろう謹話よが規目11の葎用について

11】洪註菫の鞍澪誰祷鐘正読が塞壽
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【事務総畏依命遁還】
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